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· 巧妙なセールストークに注意！
～家庭用電気治療器具の効果に疑問～

（久留米市消費生活センター）
（相談事例）
　　　一人暮らしで高齢の父親が健康器具の体験会場に通い、「不整脈が治る」と言われ家庭用電気治療器具を半年前に購入していました。効果もなくクレジットの支払いもできず困っていると父親から聞きました。解約したいのですが。
（事例処理）
　　　この事例の家庭用電気治療器具の厚生労働省に承認されている効能効果は、「頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘」であり、「不整脈が治る」とはうたえません。虚偽の説明（不実の告知）での、契約の取消しを販売業者へ求めました。販売業者はセールストークを認めませんでしたが、解約料を払えば返品に応じると提案してきました。相談者は早い解決を望み提案に応じ、解約となりました。
（アドバイス）
「腰痛対策」「肩こりをやわらげたい」「健康のために」といった様々な目的で、家庭用の電気を使用する治療器具類が販売されています。このような家庭用電気治療器具類は、薬事法や医薬品等適性基準などで、効能効果の表現について、様々な規制がされています。

しかし、身体に不安を感じる高齢者の心理をついて、「病気が治る」「病気に効く」というような様々なセールストークが使われるものもあり、注意が必要です。

このようなトラブルにあわないためには、セールストークの内容が本当かどうかを、パンフレット等を見たり、製造業者に確認する必要があります。また、特定の病気の人には、使用できない家庭用電気治療器具類もありますので、かかりつけの医師に相談しましょう。

高齢者は、被害にあったことに気づきにくく、相談できず悩み、日にちだけが過ぎていくケースが多くあります。見知らぬ商品がないか、ふさぎこんでないか等、家族や周りの方が注意を払い、見守っていくことが大切です。
　　　　

· 携帯電話の名義貸し
　　　　　　　（北九州市消費生活センター）

（相談事例）
　　　　出会い系サイトで知り合った男性から「絶対、迷惑をかけない。謝礼も支払う。」と言われたので、数社の携帯電話会社の店舗に行き、自分名義の携帯電話を１０台購入して渡しました。その後、男性とは連絡が取れなくなり、男性から携帯電話会社へ利用料が支払われなかったため、自分の使用している携帯電話も使用停止になりました。携帯電話会社数社から合計で５０万円近い請求を受けています。自分は使っていないのに、支払わなくてはいけませんか。（２０歳代女性）
（事例処理）
　　　　ご相談の場合、まず、携帯電話会社からの請求について、センターから相談者に対して自分が使ってなくても、契約名義人（契約者本人）である相談者に支払い義務がある旨を説明しました。
　　　　携帯電話不正利用防止法では携帯音声通信業者に無断で業として有償で通話可能な携帯電話等を貸付することを処罰の対象としているため、相談者は自ら警察署に出向いて事情を説明しました。
（アドバイス）
　　　　「名義貸し」の携帯電話は架空請求や詐欺などに使われる可能性があります。犯罪者が所在を突き止められないようにしたり、通信料の支払いを名義人に負わせることが目的です。
　　　　名義人は「名義貸し」の携帯電話が悪用されたときに違法行為に加担したとして、法的責任を問われるおそれもあります。
　　　　身近な人から「迷惑をかけない」「謝礼を払う」などと言われても、「名義貸し」は絶対にしてはいけません。
　　　

	困ったときは気軽にご相談下さい。～　　各消費生活センターの相談窓口

福岡県　０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）

福岡市　０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可）

北九州市　０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）

久留米市　０９４２－３０－７７００　　　　　　　　　　　　　　飯塚市　０９４８－２２－０８５７

宗像市　　０９４０－３３－５４５４


　　　　　　　　　　　　

